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地

体制を整備中で

す

を反映して最終的に作成されるものなの

で

を毎年積み上げ

る

毎年全登録データを用い

て

域がん登録標準報告書について 
柴田 亜希子 

山形県立がん・生活習慣病センター 
地域がん登録事業には、がん罹患情報を提出してく

れた医師、医療機関、および社会へ、がんの発生状況

に関する情報を還元する責任があります。がん罹患報

告書はその基本的な提示方法であり、第3次対がん総

合戦略事業「がん罹患・死亡動向の実態把握の研究」

班（以下、研究班）の「目標と基準」の1つに報告書

の作成を掲げています。これまでもそれぞれの地域が

ん登録において報告書は作成されてきましたが、その

内容が地域によって大きく異なっていることが分か

っています。集計する腫瘍のグループ、死亡率や IM
比（罹患数と死亡数の比）の計算に用いる公的な死亡

統計の入手方法、各種罹患率や死亡率の計算に用いる

人口の定義が地域によって異なっていることから、各

地域の報告書を集めても単純に比較することが難し

い状況でした。そこで、研究班ではこれまでに「年報

に含めるべき標準的な集計表」を検討、公表しました

（ 地 域 が ん 登 録 の 手 引 き  改 訂 第 5 版 
http://www.cancerinfo.jp/jacr/publish.html）。集計

に用いる腫瘍グループや、死亡統計と人口についても

標準的な定義を定め、それらの定義に基づく人口や死

亡統計をすべての地域で利用できる

。これらの定義は、今後、日本のがん罹患推計値の

報告にも共通に使う予定であり、各地域と日本の罹患

推計値との比較が容易になります。 
研究班では、今年はさらに一歩進めて「年報にふく

めるべき標準的な集計表」を用いた「標準的な報告書」

の検討を始めています。これは、各地域で作成されて

きた伝統のある報告書を否定するものではなく、これ

までの報告書に用いていた腫瘍グループの定義を変

更したり、表を新たに追加したりすることで、報告書

の地域間比較を容易にすることをご提案するもので

す。また、新規に地域がん登録事業を開始する登録室

に、報告書の土台を提示する目的もあります。標準的

な集計表や報告書は、体裁だけの問題ではなく、標準

項目に沿ったデータの収集・整理から登録・集約に至

る標準方式

、第 3 次対がん総合戦略事業の最終年の平成 25 年

までに到達すべき姿と受け止めていただけますと幸

いです。 
さて、「標準的な集計表」「標準的な報告書」につ

いて、歴史のある登録室の皆様の関心事は、集計する

腫瘍グループの考え方と年次推移表の考え方と推察

します。検討班員も歴史のある登録室の研究者が多い

ので、注意深く検討を重ねておりますが、現段階では

以下について合意に達しました。集計する腫瘍グルー

プについて、①死亡統計に合わせて ICD-10単位で集

計する、②国際基準に則して ICD-10のCコード（浸

潤がん）と D コード（上皮内がん）を明確に区別し

て集計する、③UICC が大腸の m がんを Tis に区分

していることに即して、大腸の m がん（粘膜がん）

は上皮内がんとして D コードに区分する。④年次推

移表について、初回集計報告時の数値

方法ではなく、使用したデータセットの作成年を明

記して毎年最新のデータセットを用いて推移表全体

を更新する方法を標準方式とする。 
大腸のm がんを上皮内がんとしてD コードに区分

することは賛否両論あると思いますが、自主届出を主

体とする登録と病理採録を実施する登録で大腸の m
がんの登録数について差があるようであり、当面はこ

の差を明らかにするとともに、大腸がんの国際比較、

地域比較を容易にすることを目的としてこのように

推奨いたします。また、年次推移についてですが、地

域がん登録は死亡統計のように登録期限の定まった

全数登録ではありませんので、最近の罹患年の罹患数

は日々更新されます。このことは、毎年決まった時期

に統計値が確定される死亡統計と比べて一般に理解

されにくいことではありますが、罹患集計値を毎年更

新し、その差を明らかにすることで登録精度の向上に

結びつけることも期待できます。最近のコンピュータ

ーの処理能力を考えますと、

年次推移表を作成するのは難しいことではなくな

りましたので、年次推移表の望ましい作成方法として

推奨させていただきます。 
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仕様が固まるのを待って、地域がん登録

標

があります。各地域

比較可能性を考慮したがん登録を行うことで、すべ

るように

なることを期待しております。 
 

り（山口県のがん登録） 

接点も少なからずありました。

そ

ん

います。幸い、地域

が

は

録、登録病

院

る山口大学医学部病理学第二講

々の御尽力により、本県のがん登録体制の土台

大学医

療連携拠点病院指定等を契

見直し、大き

とになりました。 

② 

から信頼され活用されるがん登録の構築

標準的な報告書案は、今年の 10 月末の完成を目標

にさらに検討を重ねる予定です。また、その過程で標

準的な集計表にいくらか改訂が加わると予測されま

す。これらの

準データベースシステムには必要な集計表や報告

書に必要なグラフの作成機能が順次追加されていく

予定です。 
最後に、自地域の集計値だけ眺めていても、自地域

の抱える課題に気づきにくいこと

が

てのがん登録がその恩恵を得ることができ

登録室便

石丸 泰隆 
山口県健康福祉部 健康増進課 

はじめに 

私事で恐縮ですが、私は4年前に臨床から県行政に

転身し、昨年度から県庁で「がん対策（がん登録も含

む）」を担当しています。 
さて、以前、山間部診療所に勤務していた私は、が

ん検診実施、がん治療後の体調管理、在宅での看取り

など、がん患者さんとの

の当時、私も、がん登録票は何度か提出しましたが、

実は、このがん登録事業の全体構成や目的がまるで見

えていませんでした。 
そのため、何かの御縁でがん対策の担当者となった

今、医療従事者や県民の方にとって「目に見えるが

登録事業」の構築を目標に据えて

ん登録推進に理解ある上司や同僚の方々に恵まれ

ており、今年度から新たな取組も行っています。 
20年間の地域がん登録の歩み 

山口県で本事業が始まったのは、20 年前の昭和 61
年 10 月でした。手元に残っている当時の手引き書に

は、「県下のがんに関する情報を収集分析すること

今後のがん対策の指針となり、県民の保健衛生の向上

に極めて重要であることから…」とあり、当時のがん

登録事業に対する理解と先見性が感じられます。 

登録センターは、当初「県衛生公害研究センター」に

設置されましたが、平成9年に「県立中央病院（現 県

立総合医療センター）」に移り、亀井敏昭病理科部長

をセンター長として、年間概ね6千件の登

への登録症例生死情報還元、年間報告書の作成など

の業務を継続して実施してきました。現在では、累計

11万件以上の登録実績となっています。 
また、県では、がん登録事業の精度管理等を行うた

め、がんの臨床医、病理医、公衆衛生医、県医師会等

関係団体の委員からなる「がん登録評価部会」を設置

しており、部会長であ

座佐々木功典教授や登録センター亀井部長ら、部会委

員の方

が構築されました。 
今年度の新たな取組（がんサーベイランス体制の構

築） 

 本県のがん登録にも、他県と同様に、財政面、人材

確保面等に課題がありますが、内容面でも、①がん診

断・治療後の速やかな登録がまだ少ない、②いくつか

の総合病院では登録届出が少ない、③事業成果の公

表・活用が少なく、認知度が低い、という改善の余地

がありました。そのような中、県では、「山口県がん

対策推進計画（仮称）」策定作業の開始、山口

学部附属病院の県がん診

機に、今年度、地域がん登録のあり方を

くバージョンアップするこ

 簡潔にいいますと、 
① 登録センターの大学病院への移設 

標準登録項目の採用 
③ 地域がん登録標準データベースの採用 
④ 各拠点病院の標準院内がん登録と連携した、デー

タの相互活用体制の構築 
⑤ 医療機関や県民への、がん登録集計データ還元の

充実です。これにより、精度の高い登録の件数を増や

し、多くの人

を目指すとともに、来年度から施行されるがん計画の

進捗状況についての「サーベイランス」にも役立てる

予定です。 


